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伊村産業株式会社が輸入した冷凍ししゃもに係る異物の混入について

標記については、山口県において別紙のとおり公表し、伊村産業株式会社が

製品の自主回収を進めていると報告を受けているところですが、貴自治体にお

かれましては、下記事項の実施について、特段のご協力をお願いします。

記

１． 標記事案について、山口県からの依頼があった際は、速やかに流通調査

を行い、販売者等の関係事業者から問い合わせがあった際には、自主回収

が迅速に進むよう適宜指導すること。

２． 本事例に関連し、輸入者において該当製品の販売中止及び自主回収を行

っているところですが、万が一、当該製品が販売されていることを確認し

た際には、適切に販売中止及び回収が行われるよう指導すること。

３． また流通調査の過程で、別紙にあるラベル以外のものであって、当該ラ

ベルが実際に消費者向けの販売に使用されていることが確認された際は、

当該販売者を管轄する自治体が、山口県及び厚生労働省に報告するととも

に、地元の報道機関、当該自治体の HP 等で公表し、当該製品について摂
食しないよう広く周知すること。

４． 流通調査を待たずとも、別紙にあるラベル以外ではあるが、販売されて

いるししゃもに「伊村産業株式会社」と表示してあるなど、明らかに本件

自主回収であることがわかる製品が消費者向けの販売に使用されているこ

とが確認された際には、３と同様の対応をとること。
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